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建築関係手続きに係る申請手数料の改正について（周知）

日頃より本県の建築行政に御協力いただきましてありがとうございます。

昨今の建築基準法等の改正や人件費の高騰を受け、受益者負担の適正化を図るため、

下記のとおり、建築確認申請等の建築関係手続きに係る申請手数料の改正をしたので

通知します。

記

１ 主な改正内容

・建築基準法に基づく建築確認及び完了検査等申請手数料、許認可申請手数料

・建築物省エネ法に係る確認申請手数料等

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る認定手数料

・低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

２ 施行日 令和８年４月１日

３ 送付書類

・建築確認申請等の手数料改正概要資料及び手数料一覧表
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